
「第４次山形県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進計画（案）」に対する意見募集結果 

 

１ 意見募集期間  令和４年１月20日（木）から令和４年２月10日（木）まで 

 

２ 御意見等の数  ８件（意見提出者 ３名） 

 

３ 提出された意見の概要及び意見に対する県の考え方 

番号 項目 御意見の概要 県の考え方 

１ 全体  令和４年４月から、民法改正により「成人」の年齢が引

き下げられ、18歳及び 19歳の者が親の同意なしに自らの意

思で契約行為等ができるようになり、社会経験に乏しい新

成人を狙った詐欺等が増えるのではないかと危惧していま

す。また、少年法の改正により、18歳及び 19歳の者が罪を

犯した場合には、その立場に応じた取扱いとするため、17

歳以下の少年とは異なる特例が定められます。 

 新計画は、このように社会の枠組みが大きく変わるタイ

ミングで策定されるので、犯罪被害者にならない視点に加

え、「自ら加害者にはならない」視点での取組も強く打ち

出す必要があると考えます。 

 安全・安心なまちづくりに向け、積極的な取組を期待し

ます。 

 県では、民法改正による成年年齢引き下げ等も含め、社会の変

化に対応しながら、規範意識の醸成や非行防止等の取組が重要と

考えています。 

こうした考えのもと、第４次計画では、重点取組の一つとし

て、Ｐ26 に「人口減少や少子高齢化等の社会の変化に対応した防

犯活動の強化」を掲げ、各種取組を推進していくこととしており

ます。 

 具体的な施策としましては、Ｐ34 に「規範意識の向上」として

学校における非行防止教室の開催や、関係機関と連携したSNS等に

起因する少年非行・被害防止対策の推進と情報発信を、「子ども

等の安全確保に係る施策の充実」の一つとして、Ｐ54 に成年年齢

引き下げに対応した若年者への消費者教育の強化を掲載し、それ

ぞれ積極的に取り組むこととしております。 

２ 全体  「推進計画の目標と基本方向」の「第４次計画の重点取

組」や「施策の推進」において、予算や人員を裏付ける記

述がありません。 

 「第４次計画」により、県民が期待している結果が生ま

れるよう、十分な予算、人員、環境が確保されるようお願

いします。 

 県では、自助、共助、公助による犯罪の起きにくい地域社会の

実現を図り、県全域における安全で安心なまちづくりに関する施

策の総合的な推進に努めてまいりましたが、予算や人員の確保等

に関し、今後５年間を見通すことは困難と考えております。 

御意見をいただいた予算や人員の確保等については、各種施策

の適切な執行を通して、しっかりと対応するよう努めてまいりた

いと考えております。 

３ 全体  新型コロナウイルスの感染拡大は、誰もが予想できなか

ったことです。 

 本計画についても、新型コロナウイルス感染症の現状を

踏まえ、点検する必要があると考えます。 

 県では、平成 19 年から「山形県犯罪のない安全で安心なまちづ

くり推進会議」を立ち上げ、毎年、会議を開催の上、推進計画に

基づく進捗状況の確認など、各種施策の総合的かつ積極的な取組

に努めてまいりました。 

御意見をいただいた新型コロナウイルス感染症の影響等につい

ては、感染状況等を踏まえ、同会議における進捗状況の確認等、

チェック機能を活用するとともに、感染対策を確実に行いなが

ら、引き続き事業に取り組んでまいります。 



 

個別施策 

４ 学校における非行防

止教室の開催等 

 「高校における非行防止教室・薬乱防止教室の実施率」

82.2％（平成 29 年から令和２年の平均）、また「薬物乱用

防止教室推進研修会の開催」年0.75回（平成29年から令和

２年の平均）と、目標値に達していませんが、その要因は

何ですか。 

 こうしたことを踏まえ、改善に向けた取組を、P25の「今

後取り組むべき主な課題」の中に加筆すべきと考えます。 

 目標値に達しなかった要因については、非行防止教室等では、

令和２年度が新型コロナウイルス感染症による臨時休業等の影響

により実施校が減少したもので、令和３年度はオンラインで開催

するなど、その改善に努めております。 

 また、薬物乱用防止教室推進研修会は、令和２年度が新型コロ

ナウイルス感染症の影響により開催を見合わせたことが要因であ

り、令和３年度からは、感染防止対策を万全にして開催しており

ます。 

御意見をいただいた改善に向けた取組ついては、取り組むべき

課題として明確にするため、P25の「今後取り組むべき主な課題」

に「研修会等の開催に影響が生じている」旨を追記します。 

また、改善に向けた取組としましては、Ｐ26 に、重点取組とし

て「人口減少や少子高齢化等の社会の変化に対応した防犯活動の

強化」を掲げ、新型コロナウイルス感染症の影響等、社会の変化

に対応した取組を推進することとしております。 

５ 高齢者の犯罪動向と

対策 

 法務省の「令和３年版犯罪白書」では、刑法犯の検挙人

員における65歳以上の高齢者の割合は、平成３年は2.4％で

あったのに対し、令和２年は22.8％と、検挙人員に占める

高齢者の比率が上昇しているとあります。 

 このことを踏まえ、本県においても高齢化に伴う認知機

能の低下や社会的孤立を考慮した高齢者の犯罪動向と対策

について記載すべきと考えます。 

御意見をいただいた高齢者の犯罪動向等については、具体的な

要因等を示す有意なデータが存在していませんので、その対策等

に及ぶ記述は困難と考えます。 

そのため、県では、関係機関と情報を共有の上、高齢者を含

め、県民等による犯罪の防止のための自主的な活動の推進や、犯

罪の防止に配慮した生活環境の整備など、犯罪が起きにくい環境

づくりの取組に努めてまいりたいと考えております。 

本計画では、Ｐ55 に「高齢者等の安全確保の推進」の一つとし

て、高齢者見守りネットワークの構築と見守り活動の促進を掲

げ、関係機関と連携しながら地域の見守り活動を推進することと

しております。 

６ 凶悪事件に対する対

応 

 先日の大阪のメンタルクリニックの放火殺人、埼玉県の

猟銃立てこもりによる医師等殺傷事件等、社会や家族から

孤立した男性による犯罪がニュースとなりました。 

 このような犯罪の対策について、本計画に記載する必要

はありませんか。また、警察及び事業者が共通認識を持っ

た対応により、犯罪行為を防止することはできないでしょ

うか。 

御意見をいただいた凶悪犯罪の防止や対策等については、プラ

イバシー等の課題等があり、具体的な記述は困難と考えます。 

県では、関係機関と情報を共有の上、凶悪犯などを含め、犯罪

者を生み出さない社会を実現するため、県民等による犯罪の防止

のための自主的な活動の推進や、犯罪の防止に配慮した生活環境

の整備など、犯罪が起きにくい環境づくりの取組に努めてまいり

たいと考えております。 

 



７ 取り組むべき課題の

「確実な施錠を定着

化させるなど防犯力

の向上」 

 今後取り組むべき課題において、「住宅対象侵入窃盗、

自転車盗、車上ねらい等の施錠をすることで被害を防止で

きる犯罪は、未だに無施錠での被害が多いため、「自分の

安全は自分で守る」という防犯意識を高め、防犯の基本で

ある確実な施錠を定着させるなど防犯力の向上が必要」と

ありますが、重点取組としても記載すべきと考えます。 

 また、その取組例として、自転車の販売時等に自転車盗

難被害防止のチラシを配布することで、自転車の施錠を忘

れないように注意喚起することはできないでしょうか。 

御意見をいただいた施錠の定着化については、Ｐ26 に記載した

重点取組の「人口減少や少子高齢化等の社会の変化に対応した防

犯活動の強化」や、Ｐ31 に記載した推進施策の「自主防犯意識の

啓発」の一つとして取り組んでまいりたいと考えております。 

 一方、自転車における施錠の定着化については、これまで防犯

対策などを盛り込んだ内容のチラシを作成し、自転車販売業者に

対して自転車利用者への配布、周知等を依頼して取り組んでまい

りましたが、引き続き、販売事業者等と連携を図りながら施策を

推進してまいります。 

８ 通信事業者との連携

強化 

 重点４の「安全で安心して暮らせるデジタル社会の実現

に向けた施策の強化」において、通信事業者が行うスマ

ホ・携帯電話の安全教室等を防犯CSR活動として活用し、山

形県と連携を強化する必要があると思います。 

 例えば、家電量販店等において、インターネットやSNSに

関連した事件を防止するパンフレットを配布し、県民に対

して、インターネットに関連する犯罪の重大性について注

意喚起してはどうでしょうか。 

 御意見をいただいた県と事業者との連携強化については、デジ

タル社会の実現に向けた施策を推進する上で、大変重要であると

考えています。 

 第４次計画では、Ｐ34 に記載した「規範意識の向上」の一つと

して、「関係機関と連携したＳＮＳ等に起因する少年の非行・被

害防止対策の推進と情報発信」を掲げ、各種施策に取り組んでま

いりたいと考えております。 

現在、デジタル化に対応した安全教室として、学校において通

信事業者を講師に招き、情報モラルに関する教室等を順次開催し

たほか、携帯電話販売業者等と連携して、インターネットの危険

から子どもを守る保護者向けチラシの配布などを実施してまいり

ましたが、引き続き、通信事業者等と連携を図りながら施策を推

進してまいります。 

 


